
月 日金曜日命を守る
総合防災訓練

地震発生後、丈夫な机の下など安全な場所に避難する。地震が収まれば広い安全な場所に避難
する。

■大地震・大津波避難訓練
　10時～11時 

令和３年度 久米島町防災訓練

2 大津波避難訓練
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

久米島町において、
大地震の発生及び大津波を想
定した訓練を行うことにより、
住民等の防災意識の啓発と災
害対応能力の習得を図ること
を目的としています。

海抜の低い地域（清水校区、久米島校区、仲里校区、美崎校区）は、地震が収まれば、津波が発
生するものと想定し避難を行う。避難の方法については、原則「徒歩」とするが、津波避難場所

への距離が遠い地区及び災害時要支援者（高齢者、幼児、障害者、病人、妊婦等）の避難方法については、家族又は近隣住
民及び各区長を中心とする自主防災会等の協力のもと車輌による避難を行う。
※訓練の前に「久米島町防災マップ」もご覧ください。

1 大地震避難訓練
内　容▼

お問合せ　総務課防災担当☎985-7121

久米島町国民健康保険高額療養費「申請手続の簡素化」について久米島町国民健康保険高額療養費「申請手続の簡素化」について
これからは高額療養費申請手続が楽になります！これからは高額療養費申請手続が楽になります！

　令和３年10月より久米島町では、昨今のコロナ渦における３密対策や支給対象者となる方の負担軽減を
目的として、高額療養費の支給申請を簡素化します。
　今まで高額療養費の支給を受けるためには、福祉課窓口にて支給申請書と医療機関等の領収書を添えて
提出していただいておりましたが、「申請手続きの簡素化」に伴い、申請書の押印と医療機関等の領収書の提
出が不要となります。

お問合せ　福祉課　☎985-7124

お問合せ　商工観光課　☎985-7131

開始月

令和３年 10 月から（10 月以前に通知はがきが届いており未申請の方も可）

※必要に応じて領収書の提出を求める場合がありますので、引き続き領収書は大切に保管ください。

申請方法

〇 高額療養費該当世帯は申請書と通知はがきを各世帯に郵送します。
〇 支給申請書に振込先の記入（初回申請の方は通帳の写しを添付）し久米島町役場福祉課まで郵送か
　 直接役場まで提出してください。（総合窓口も可）申請書の押印と領収書の添付は不要です。

申請書送付

振　　　込

決 定 通 知

毎月 1 日～ 5 日ごろ
翌月中旬ごろ　例）8 月中申請→9 月 22 日振込
※月末締め切りです。申請はお早めに。
支給が決定した世帯には世帯主宛に通知を翌月中旬ごろ送付します。

ひと、くらし、
みらいのために
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